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水 道 局 事 務 分 掌 

 

総務部 

 

総務課  

(1) 公印の管守に関すること。  

(2) 文書及び統計に関すること。  

(3) 条例、規則及び規程等に関すること。  

(4) 市会議案の審査に関すること。  

(5) 不服申立て及び訴訟等に関すること。  

(6) 広報に関すること。  

(7) 庁中の取締りに関すること。  

(8) 危機管理対策に係る計画及び実施の総合調整に関すること。  

(9) 自動車の総括的管理及び課（場及び第３条第１項に定める課及び場に

準ずる事業所を含む。以下この条において同じ。）に属する自動車の運行、

整備その他管理に関すること。  

(10) 水道記念館に関すること。  

(11) 部内の連絡調整に関すること。  

(12) 他の部及び課の主管に属しないこと。  

 

経理課  

(1) 予算の編成及び執行の管理に関すること。  

(2) 収入及び支出に関すること。  

(3) 企業債及び一時借入金に関すること。  

(4) 財務諸表の作成その他決算に関すること。  

(5) 業務状況の公表及び事業報告書に関すること。  

(6) 剰余金の処分及び積立金に関すること。  

(7) 財務会計の電子計算機処理に関すること。  

(8) 収支証書類の整理及び保管に関すること。  

(9) 金銭の出納及び保管に関すること。  

(10) 資金計画及び資金運用に関すること。  

(11) 有価証券の出納及び保管に関すること。  

(12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。  

(13) その他経理に関すること。  

(14) 工事、製造等請負契約に関すること (契約第一課の主管に属するものを

除く。 )。  

(15) 印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入及び賃借等に係る契約に関す

ること (契約第二課の主管に属するものを除く。 )。  

(16) 物品供給等一般競争入札参加資格審査委員会及び物品供給等指名業者

選定委員会に関すること (契約第二課の主管に属するものを除く。 )。  

(17) その他契約に関すること (契約部の主管に属するものを除く。 )。  

 
3  



人事部 

 

人事課  

(1)  人事及び組織に関すること。  

(2) 職員の任免、分限、賞罰その他身分取扱に関すること。  

(3) 職員の給与及び服務に関すること。  

(4) 退職年金及び退職給与金等に関すること。  

(5) 職員の職階制に関すること。  

(6) 職員の労働条件及び団体交渉に関すること。  

(7) 労働協約及び苦情処理に関すること。  

(8) 職員の福利厚生に関すること。  

(9) 職員の安全衛生に関すること。  

(10) 職員共済組合に係る連絡調整に関すること。  

(11) 水道局職員厚生会に関すること。  

(12) その他労務に関すること。  

(13) 部内の連絡調整に関すること。  

(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。  

 

人材開発課  

(1) 職員の研修に関すること。  

(2) 人材育成に関する企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。  

(3) 研修施設の維持管理に関すること。  

(4) 局内に導入する新技術に関する調査、研究及び開発並びに既存技術の

改良に関すること。  

(5) その他研修に関すること。  
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経営企画部  

 

経営企画課  

(1) 事業経営に係る基本計画の企画、立案及び進行管理に関すること。  

(2) 事業経営に係る重要施策の企画及び総合調整に関すること。  

(3) 事業経営の効率化に係る企画、調整及び推進に関すること。  

(4) 事業経営の資料の収集、分析及び調査に関すること。  

(5) 事務改善に関すること。  

(6) 事務事業の監察に関すること。  

(7) 電子計算機事務の総括に関すること。  

(8) 情報化の推進に係る調査、企画及び調整に関すること。  

(9) 電子計算機及びネットワークに係る企画及び調整に関すること。  

(10) 電子計算機及びネットワークの維持管理に関すること。  

(11) 情報セキュリティに関すること。  

(12) その他経営に係る調査、企画及び調整に関すること。  

 

 

事業推進部  

 

資産活用課  

(1) 局資産 (知的財産等を含む。)の活用に係る企画、調整及び実施に関す る

こと。  

(2) 不動産の取得、処分及び総括的管理に関すること。  

(3) 普通財産の管理及び貸付けに関すること。  

(4) 行政財産の使用許可及び貸付けに関すること。  

(5) 不動産の取得に伴う補償に関すること。  

(6) 地上権の設定に関すること。  

(7) 土地台帳の作成及び保存に関すること。  

(8) 公舎の使用及び維持管理に関すること。  

(9) 物品 (水道メーターを除く。 )の出納及び保管に関すること。  

(10) 資産のたな卸しに関すること。  

(11) 財産の損害保険に関すること。  

(12) 部内の連絡調整に関すること。  

(13) 部内の他の課の主管に属しないこと。  

 

横浜の水プロモーション課  

(1) 水道事業における販売推進、水道水の利用促進等に係る企画、立案、調

整及び実施に関すること。  

(2) 水 の ペ ッ ト ボ ト ル 詰 等 に 係 る 製 造 及 び 販 売 に 関 す る 総 括 に 関 す る こ と 。 

(3) 水 の ペ ッ ト ボ ト ル 詰 等 に 係 る 施 策 の 企 画 、 調 整 及 び 実 施 に 関 す る こ と 。 
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事業開発課  

(1) 知識・技術・ノウハウ等を活用した事業開発に関すること。  

(2) 国外の水道事業者等との交流に関すること。  

(3) 国外の研修生受入れ等を通じた人材育成に関すること。  

(4) 国際協力事業に係る局内外の調整に関すること。  

(5) 外郭団体に関すること。  

 

 

お客さまサービス推進部  

 

サービス推進課  

(1) お客さまサービスの総括に関すること。  

(2) 地域サービスセンターにおける販売推進活動 (水のペットボトル詰等

に係るものを含む。 )の調整に関すること。  

(3) お客さまサービスセンターの業務の総括及び支援に関すること。  

(4) お客さま満足度に関する情報の収集及び分析に関すること。  

(5) お客さま満足度の向上に係る施策の企画、立案、調査及び調整に関す

ること。  

(6) 広聴に関すること。  

(7) 部内の連絡調整に関すること。  

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。  

 

料金課 

(1) 料金事務の総括に関すること。  

(2) 料金事務の連絡調整に関すること。  

(3) 下水道使用料の受託徴収に関すること。  

(4) 水道料金等に係る電子計算機による業務処理に関すること。  

(5) 水道料金等に係る電子計算業務等の管理に関すること。  

(6)  水道料金の未納対策に関すること。 

(7)  検針業務及び料金整理業務の委託化に関すること。 

(8)  料金支払の利便性向上に向けた調査、企画及び実施に関すること。 

(9)  部内の内部監察及び委託業務の評価に関すること。 

(10)  委託業務に関する研修の企画及び実施に関すること。 

 

 

給水部 

 

給水課  

(1) 配水施設の新設、増設及び改良工事の調査に関すること。  

(2) 配水管等の漏水に関すること。  

(3) 水道施設図の作成、整理及び保管に関すること。  

(4) 図面管理システムに係る管路情報の収集及び管理に関すること。  
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(5) 部内の連絡調整に関すること。  

(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。  

 

保全課  

(1) 配水施設の管理及び保全に係る総合調整に関すること。  

(2) 給水装置並びに水槽及びこれに直結する給水用具 (水道メーターの検

針に係る装置を除く。 )の情報収集に関すること。  

(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。  

(4) 水 道法 (昭和 32 年法律第 177 号 )第 17 条第１項 の規定 に基づく給水装

置の立入検査に関すること。  

(5)  貯水槽水道の巡回点検に係る企画及び実施の総括に関すること。 

(6)  給水装置に係る宅地内漏水等の調査の総括に関すること。 

(7)  水道利用加入金に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

(8)  水道メーターに関すること(給水維持課の主管に属するものを除く。)。 

 

北部工事課  

(1) 鶴見区、神奈川区、港北区及び都筑区 (以下「北部地域」という。 )並

びに旭区、緑区、青葉区、泉区及び瀬谷区 (以下「西部地域」という。 )

における配水の広域的かつ総合的な計画及び調整に関すること。  

(2) 北部地域における送水管、配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (北部給水維持課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

(3) 北部地域における工事負担金の徴収に関すること (北部給水維持課の

主管に属するものを除く。 )。  

(4) その他北部地域における配水管等の工事に関すること (北部給水維持

課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

 

西部工事担当  

(1) 西部地域における送水管、配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (西部給水維持課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

(2) 西部地域における工事負担金の徴収に関すること (西部給水維持課の

主管に属するものを除く。 )。  

(3) その他西部地域における配水管等の工事に関すること (西部給水維持

課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

 

南部工事課  

(1) 港南区、磯子区、金沢区、戸塚区及び栄区 (以下「南部地域」という。)

並びに西区、中区、南区及び保土ケ谷区 (以下「中部地域」という。)にお

ける配水の広域的かつ総合的な計画及び調整に関すること。  

(2) 南部地域における送水管、配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (南部給水維持課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

(3) 南部地域における工事負担金の徴収に関すること (南部給水維持課の

主管に属するものを除く。 )。  
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(4) その他南部地域における配水管等の工事に関すること (南部給水維持

課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

 

中部工事担当  

(1) 中部地域における送水管、配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (中部給水維持課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

(2) 中部地域における工事負担金の徴収に関すること (中部給水維持課の

主管に属するものを除く。 )。  

(3) その他中部地域における配水管等の工事に関すること (中部給水維持

課及び施設部の主管に属するものを除く。 )。  

 

北部給水維持課  

(1) 北部地域における配水の計画及び調整に関すること。  

(2) 北部地域における断水及び給水制限に関すること。  

(3) 北部地域における小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (北部工事課の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 北部地域における給水装置工事の審査、設計施行等に関すること。  

(5) 北部地域における給水装置台帳、配水路線台帳及び配水管台帳に関す

ること。  

(6) 北部地域における給水装置工事費の徴収並びに水道利用加入金の徴収

及び減免に関すること。  

(7) 北部地域における小規模な配水管等の工事及び給水申込みに伴う工事

負担金の徴収に関すること (北部工事課の主管に属するものを除く。 )。  

(8) 北部地域における給水装置及び給水装置工事に係る 横浜 市水道条例

(昭和 33 年 4 月横浜市条例第 12 号。以下「水道条例」という。)の違反 の

調査及び取締りに関すること。  

(9) 北部地域における配水路線、配水管 (配水加圧ポンプに係るものを除

く。 )及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。  

(10) 北部地域における配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関する

こと。  

(11) 北部地域における水道メーターの取付け及び取外しに関すること。  

(12) 北部地域における運搬給水等に関すること。  

(13) 北部地域における貯水槽水道の巡回点検に関すること。  

(14) 北部地域における給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。  

(15) その他北部地域における給水装置工事に関すること。  

 

西部給水維持課  

(1) 西部地域における配水の計画及び調整に関すること。  

(2) 西部地域における断水及び給水制限に関すること。  

(3) 西部地域における小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (西部工事担当の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 西部地域における給水装置工事の審査、設計施行等に関すること。  
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(5) 西部地域における給水装置台帳、配水路線台帳及び配水管台帳に関す

ること。  

(6) 西部地域における給水装置工事費の徴収並びに水道利用加入金の徴収

及び減免に関すること。  

(7) 西部地域における小規模な配水管等の工事及び給水申込みに伴う工事

負担金の徴収に関すること (西部工事担当の 主 管 に 属 す る も の を 除 く 。 )。 

(8) 西部地域における給水装置及び給水装置工事に係る水道条例違反の調

査及び取締りに関すること。  

(9) 西部地域における配水路線、配水管 (配水加圧ポンプに係るものを除

く。 )及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。  

(10) 西部地域における配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関する

こと。  

(11) 西部地域における水道メーターの取付け及び取外しに関すること。  

(12) 西部地域における運搬給水等に関すること。  

(13) 西部地域における貯水槽水道の巡回点検に関すること。  

(14) 西部地域における給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。  

(15) その他西部地域における給水装置工事に関すること。  

 

南部給水維持課  

(1) 南部地域における配水の計画及び調整に関すること。  

(2) 南部地域における断水及び給水制限に関すること。  

(3) 南部地域における小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (南部工事課の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 南部地域における給水装置工事の審査、設計施行等に関すること。  

(5) 南部地域における給水装置台帳、配水路線台帳及び配水管台帳に関す

ること。  

(6) 南部地域における給水装置工事費の徴収並びに水道利用加入金の徴収

及び減免に関すること。  

(7) 南部地域における小規模な配水管等の工事及び給水申込みに伴う工事

負担金の徴収に関すること (南部工事課の主管に属するものを除く。 )。  

(8) 南部地域における給水装置及び給水装置工事に係る水道条例違反の調

査及び取締りに関すること。  

(9) 南部地域における配水路線、配水管 (配水加圧ポンプに係るものを除

く。 )及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。  

(10) 南部地域における配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関する

こと。  

(11) 南部地域における水道メーターの取付け及び取外しに関すること。  

(12) 南部地域における運搬給水等に関すること。  

(13) 南部地域における貯水槽水道の巡回点検に関すること。  

(14) 南部地域における給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。  

(15) その他南部地域における給水装置工事に関すること。  

 

 
9  



中部給水維持課  

(1) 中部地域における配水の計画及び調整に関すること。  

(2) 中部地域における断水及び給水制限に関すること。  

(3) 中部地域における小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関するこ

と (中部工事担当の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 中部地域における給水装置工事の審査、設計施行等に関すること。  

(5) 中部地域における給水装置台帳、配水路線台帳及び配水管台帳に関す

ること。  

(6) 中部地域における給水装置工事費の徴収並びに水道利用加入金の徴収

及び減免に関すること。  

(7) 中部地域における小規模な配水管等の工事及び給水申込みに伴う工事

負担金の徴収に関すること (中部工事担当の 主 管 に 属 す る も の を 除 く 。 )。 

(8) 中部地域における給水装置及び給水装置工事に係る水道条例違反の調

査及び取締りに関すること。  

(9) 中部地域における配水路線、配水管 (配水加圧ポンプに係るものを除

く。 )及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。  

(10) 中部地域における配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関する

こと。  

(11) 中部地域における水道メーターの取付け及び取外しに関すること。  

(12) 中部地域における運搬給水等に関すること。  

(13) 中部地域における貯水槽水道の巡回点検に関すること。  

(14) 中部地域における給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。  

(15) その他中部地域における給水装置工事に関すること。  

 

浄水部  

 

浄水課  

(1) 水運用に係る電子計算機システムの運用及び保守に関すること (浄水

場の主管に属するものを除く。 )。  

(2) 水運用に係る局内及び国、県、他の水道事業者等との連絡及び総合調

整に関すること。  

(3) 水運用及び浄水技術に係る調査及び研究に関すること (他の課の主管

に属するものを除く。 )。  

(4) 取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排

水処理施設の大規模改良工事 (電機計装設備 に 係 る も の を 除 く 。 )の 計 画 、

設計、調査及び研究に関すること (他の部の 主 管 に 属 す る も の を 除 く 。 )。 

(5) 部内の電子計算機システムの新設工事の設計及び施行に関すること。  

(6) 道志の森の整備に係るボランティア活動支援の企画及び調整に関する

こと。  

(7) 道志水源基金等に関すること。  

(8) 部内の連絡調整に関すること。  

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。  
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設備課 

(1) 電機計装設備工事 (庁舎等の電機計装設備工事を除く。以下この部中同

じ。 )に関する技術基準等の作成及び指導に関すること。  

(2) 電機計装設備工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。 

(3) 電機計装設備 (庁舎等の電機計装設備を除く。以下この部中同じ。 )の

設計積算システムに関すること。  

(4) 電機計装設備工事の精算事務に関すること。  

(5) 電 気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号 )第 43 条 に規定する主任技術者に

関すること。  

(6) 電機計装設備の保全計画及び技術的調整に関すること。  

(7) 無線局に関すること。  

(8) 電 機 計 装 設 備 に 係 る 建 設 改 良 事 業 の 工 事 の 計 画 及 び 設 計 に 関 す る こ と 。 

 

西谷浄水場  

(1) 青山系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地点 (旭区都岡町 8 番

地先 )より下流及び谷ケ原系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地

点 (旭区今宿西町 378 番地先 )より下流 (以下「青山系統等の下流」という。)

の導水、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関すること。  

(2) 青山系統等の下流の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。  

(3) 青山系統等の下流の導水、浄水、送水、配水及び排水処理施設の維持

管理に関すること。  

(4) 青山系統等の下流の導水、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並

びに排水処理施設の改良工事の設計 (浄水課及び設備課の主管に属するも

のを除く。 )及び施行に関すること。  

(5) 鶴ケ峰浄水場に関すること。  

 

川井浄水場  

(1) 青山系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地点 (旭区都岡町 8 番

地先 )より上流及び谷ケ原系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地

点 (旭区今宿西町 378 番地先 )より上流 (以下「青山系統等の上流」という。)

の取水、導水、沈殿、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関するこ

と。  

(2) 青山系統等の上流の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。  

(3) 青山系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水、送水、配水及び排水処

理施設の維持管理に関すること。  

(4) 青山系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設、配水池及

びポンプ場並びに排水処理施設の改良工事の設計 (浄水課及び設備課の主

管に属するものを除く。 )及び施行に関すること。  
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小雀浄水場  

(1) 寒川系統の取水、導水、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関

すること。  

(2) 寒川系統の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。  

(3) 寒川系統の取水、導水、浄水、送水、配水及び排水処理施設の維持管

理に関すること。  

(4) 寒川系統の取水、導水、浄水、送水施設、配水池及びポンプ場並びに

排水処理施設の改良工事の設計 (浄水課及び設備課の主管に属するものを

除く。 )及び施行に関すること。  

 

水質課 

(1) 水源並びに原水、ろ過水、浄水、工業用水及び市内給水栓水の水質に

係る試験 (浄水場が浄水処理に伴い行う試験を除く。)、調査及び研究に関

すること。  

(2) 水質に係る局内及び国、県、他の水道事業者等との連絡及び総合調整

に関すること。  
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施設部 

 

計画課  

(1) 水源の確保に関する計画及び調査に関すること。  

(2) 水需要の実態及び予測に関すること。  

(3) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設の新設、増設及び改良の計画及

び調査に関すること (給水部及び浄水部の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 神奈川県内広域水道企業団に関すること。  

(5) 水道事業の広域的施設整備に関すること。  

(6) 基幹施設整備事業に係る財源の確保に関すること。  

(7) 職務発明に関すること。  

(8) 部内の連絡調整に関すること。  

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。  

 

技術監理課  

(1) 工事の安全監理に関すること。  

(2) 請負工事の検査に関すること (他の課の主管に属するものを除く。 )。  

(3) 局職員等に対する水道技術に係る指導に関すること (人事部人材開発

課の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 土木工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること (他の課の

主管に属するものを除く。 )。  

(5) 設計積算システムに関すること。  

(6) 土木工事に関する技術基準等の作成及び指導に関すること (他の課の

主管に属するものを除く。 )。  

(7)  国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。 

(8) 設計、測量及び地質調査の委託に係る検査評定基準及び設計積算基準に関すること。 

(9) 災害対策拠点の施設及び設備の点検に関すること。 

(10) 工事施行に起因する家屋等の損害に係る事務の指導及び調整に関すること（他の課

の主管に属するものを除く。）。 

 

建設課 

(1) 基幹施設整備事業 (給水部及び浄水部の主管に属するものを除く。 )そ

の他これに準ずる建設改良事業 (以下「基幹施設整備事業等」という。 )

の工事の設計及び施行に関すること。  

(2) 基幹施設整備事業等の執行管理及び精算事務に関すること。  

(3) 庁舎等の施設に係る修繕工事の執行管理及び精算事務に関すること

(他の部の主管に属するものを除く。 )。  

(4) 庁舎等の施設に係る建設改良事業の工事の計画、設計及び施行に関す

ること。  

(5) 庁舎等の施設に係る修繕工事の施行に関すること (他の部の主管に属

するものを除く。 )。  

(6) 庁舎等の電機計装設備工事に関すること。  
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工業用水課  

(1) 工業用水道による給水の申込みその他諸届の受付及び処理に関するこ

と。  

(2) 横 浜市工業用水道条例 (昭和 35 年 10 月横浜市条例第 21 号。以下「工

業用水道条例」という。 )に基づく給水施設工事の設計及び施行に関する

こと。  

(3) 工業用水道に係る水量メーターの管理に関すること。  

(4) 工業用水道料金その他 工業用 水道条例 に基づく諸収入に関すること。  

(5) 工業用水道の使用水量の計量及び認定に関すること。  

(6) 工業用水道条例違反の取締り及び滞納処分に関すること。  

(7) 工業用水道の断水及び給水制限に関すること。  

(8) 工業用水道料金の減免に関すること。  

(9) 工業用水道の建設改良事業等の計画及び調査に関すること。  

(10) 工業用水道工事負担金の収入に関すること。  

(11) 工業用水道の建設改良並びに維持工事の設計及び施行に関すること。  

(12) 工業用水道の企画及び調査に関すること。  

(13) その他工業用水道に係る浄水、送水、配水及び給水並びに工業用水道

施設の維持管理に関すること。  
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契約部 

 

契約第一課  

(1) 工事、製造等請負契約に関すること。  

(2) 工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関すること。  

(3) 工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。  

(4) 工事請負等一般競争入札参加資格審査委員会及び工事請負等指名業者

選定委員会に関すること。  

(5) 工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。  

(6) 横浜市入札等監視委員会に関すること。  

(7) 工事、製造等請負に係る低入札価格調査委員会に関すること。  

(8) 調達契約に係る公告等に関すること。  

(9) 部内他の課の主管に属しないこと。  

 

契約第二課  

(1) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る契

約に関すること。  

(2) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る入

札参加資格の設定等に関すること。  

(3) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る業

者の業態調査等に関すること。  

(4) 物品供給等一般競争入札参加資格審査委員会及び物品供給等指名業者

選定委員会に関すること。  

(5) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の契約に

係る検査に関すること。  

(6) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の入札・

契約事務に係る調整、連絡等に関すること。  

(7) 委託契約に係る低入札価格調査委員会に関すること。  
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平 成 22 年 度  

水道局事業概要  

～快適な市民生活を支える安心の水道を目指して～  

水 道 局  

横浜市水道局キャラクター「はまピョン」   





Ⅰ 水道事業会計  

1 予算概況  

2 平成22年度水道局予算の施策体系  

3 主要事業  

Ⅱ 工業用水道事業会計  

1予算概況  

2 主要事業  

Ⅲ 参考  

1 平成22年度水道事業会計予算概要表  

2 平成22年度工業用水道事業会計予算概要表  16   
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（1）業務の予定量  

区  分   平成22年度予定   平成21年度当初予算   増  △  減   増減率（％）   

給  水  戸  数   1，789，000戸   1，771，000戸   18，000戸   1．0   

432，525，000nj   年 間 総 給 水 量    438，365，000Ⅰポ   △5，840，000nf   △1．3   

1日 平均給水量   1，185，000Ⅰポ   1，201，000Ⅰば   △16，000Ⅰポ    △1．3 川   
職  員  計  画   1，683人   1，819人   △136人   △ 7．5   

（2）財政収支  （単位：百万円）  

区  分  平成22年度予算（案）  平成21年度当初予算   増  △  減   増減率（％）   

収益的収入  86，292   88，559   △2，267   △ 2．6  

うち水道料金   72，640   74，797   △2，157   △ 2．9   

収益的支出  81，282   83，655   △2，373   △ 2．8  

うち人件費   17，145   18，505   △1，360   △ 7．3  

うち物件費等   20，559   21，702   △1，143   △ 5．3   

差  引  5，010   4，904   106  

当 年 度 純 損 益  3，860   3，726   134  

資本的収入  13，511   14，193   △ 682   △ 4．8  

うち企業債   10，729  11，364   △ 635   △ 5．6   

資本的支出  38，799   40，391   △1，592   △ 3．9  

うち建設改良費   27，140   28，021   △ 881   △ 3．1  

己   
25，920   26，800   △ 880   △ 3．3  

うち企業債償還金   10，739   11，509  △ 770   △ 6．7   

差  引  △25，288   △26，198   910  

当年度資金収支  △ 26   △1，466   1，440  

累 積 資 金 残 額  12，173   12，199   △ 26  

企 業 債 残 高  196，365   196，375   △10  

人件費と建設改良費の推移  
・・・・・－一人件童 （単位：億円）  

図建設己史良妻（単位：億円）  
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3 主要事業  

（1）トップレベルの安全でおいしい水を作るために  

※（）は前年度予算額   

5億8．丁31万円  
（6億6，996万円  

ア 水源かん巷林の保護育成など水源の保全  

（ア）道志水源林の保全  

5，370万円  
（7，853万円）  

道志村に保有する本市水源かん養林   

（2，873ヘクタール）を保全します。  

22年度は、水源林管理計画に基づき、か   

ん養林の適正な成長を考えた枝打ちや間伐   

等により83ヘクタールの水源林を整備しま   

す。  

（イ）道志相生活排水処理事業への助成  

3，860万円  
（4，712万円）  

水源を保全するため、道志村が実施する   

合併処理浄化槽設置工事（平成13年度～）   

に対し、本市から費用の一部を助成し、水   

腹保全の強化を図ります。  

22年度に30基を増設することにより、累  

，計設置基数は453基となる予定です。  

（ウ）相模湖及び津久井湖の水質保全対策等の促進  
4億9，501万円  

（5億4，431万円）  

水源地域の流域下水道整備事業への助成や＊土アレーション装置により湖内のアオコ増殖を抑制し   
たり相模湖の湖底にたまった土砂を除去することなどにより、相模湖及び津久井湖の水質保全や貯   
水容量の回復等を図ります。  

＊エアレーション装置：水中に空気を送り込み、水を循環させる装置  

1．588万円  
（1，026万円）  

イ 膜ろ過、高度浄水など最新の浄水技術の導入  

（イ）おいしい水を作るための調査研究  
1，588万円  

（1，026万円）  

大学や他の水道事業体との連携により、ノか   
び臭等異臭味対策などの調査研究を進めま   
す。  

・微粉炭を用いた新たな浄水処理の研究   
・かび臭発生生物の画像認識による自動計測技術   
・相模湖におけるかび臭発生対策調査  

（ア）PFI手法による川井浄水場の再整備  

川井浄水場を＊pFI手法により全面的に更   

新（21～25年度）します。  
22年度は、配水池の築造や場内配管の布   

設工事等に着手していきます。  

＊PFI：公共施設の建設、管理、運営等を民間  
の資金、経営能力、技術的能力を活用  
して行う新しい手法。  

ウ 塩素注入量低減などによるカルキ臭の解消  8．550万円  
（1億1，592万円）   

給水栓での塩素濃度の最低値が定められているため、カルキ臭の原因となる消毒用塩素の量を削減する  
ことは容易ではありません。各配水区域の流未付近の給水栓に自動水質測定装置を設置して常に残留塩素  

濃度を監視しながら低減を図ります。   

22年度までに＊全市嘩の約9割の残留塩素濃度の低減化を行う予定です。   

＊（区全体10区：鶴見・神奈川・西・中・港北・緑・青葉・都筑・泉・蘭谷区）   
（一部の地域8区：南・港南・保土ヶ谷・旭・磯子・金沢・戸塚・栄区）  

220万円  
（213万円）   

エ 横浜独自の水質目標に基づく水質管理  

国際規格であるISO9001の品質管理及びISO／IEC17025の水質検査体制を継続します。これにより、臭気  

やトリハロメタン等の8項目について国の水質基準よりもさらに厳しい横浜独自の水質目標の達成を目指  

します。  
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（3）災害に強い信頼のライフラインを築くために  

ア 水道施設の耐震化の促進  22億9，082万円  
（25億7  014万円）  

（ア）取水・導水施設の耐震補強  
6億9，560万円  

（15億1，212万円）  

停電時にも安定して導水ができる自然流   

下系の取水・導水施設の耐震化を図りま   

す。  

・相模原市大島（水場（みずば））から田名（減圧  

水槽）間口径1，500mm導水管布設替工事（道  
志川系）   

・飽子取水口耐震補強工事  

（イ）浄水場及び配水池の耐震化  
14億2，220万円  

（8億6，749万円）  

浄水場の大部分は築造後40年以上が経過   
して老朽化が進んでいるため、計画的に更   
新改良を行うとともに配水池等の耐震化を   
進めます。  

・西谷浄水場沈でん池耐震補強工事   
・港南台1号・2号配水池耐震補強工事  

（ウ）配水池等の整備  

1億7，302万円  
（1億9，053万円）  

配水池は災害時には応急給水拠点になり、また分散して配置することでポンプのエネルギーを節   
減する効果もあることから整備を進めています。  

・汐見台配水槽築造工事   
・鶴ヶ峰上部・下部配水池築造工事  

イ 浄水施設の再構築  25億3，474万円  
（30億9  929万円）  

（イ）電機・計装設備等の計画的更新  

23億2，380万円  
（26億2，422万円）  

安定給水のために必須となるポンプ設備   

や計装設備などの設備を計画的に更新しま   

す。  

・西谷浄水場計装設備更新工事   

・西谷浄水場ポンプ電気設備更新工事  

（ア）浄水処理設備等の整備  
2億1，094万円  

（4億7，507万円）  

i争水場の水処理の安定性を継続させるた   

め、浄水施設の改良等を行います。  

・小雀浄水場排水処理設備更新工事  
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（4）お客さま満足度の高い水道サービスを提供するために  

ア 地域サービスセンターでのサービス展開  3，051万円  
825万円）  

（ア）地域に身近なサービス提供  

1，636万円  
（1，825万円）  

地域サービスセンターでは、小学校等で  
．の出前水道教室、自治会・町内会等との防   
災訓練を充実するとともに、施設見学会な   
ど地域の特性にあわせた事業を展開しま   
す。  

また、区民まつりなどのイベントに引き   
続き参加し、水道事業を積極的にPRしてい   

きます。  

（イ）40万人 口座振替・クレジッrトカード促進キャンペーン  

【新規事業】  
1，415万円  

納入通知書払いのお客さま40万人に、口座   

振替もしくはクレジットカード払いに切り替   

お客さまの利便性の向上と経費の削減を図   えていただくキャンペーンを実施します。     ります。  

イ 市民・企業との協働手業の推進  
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（ア）道志水源林ボランティア事業（横浜市水のふるさと道志の森基金）  

1，093万円  
（1，135万円）  

水源地道志村の民有林の一部は人手不足などにより手入れが行き届かないため、市民ボランティ  

アと協働で整備しています。21年度までの6年間で34．3ヘクタール、22年度は5ヘクタールを整備  

し、水源かん養機能の高い森林に再生していきます。   

このようなボランティアの活動は、市民等からの寄附や「はまっ子どうしThe Water」の売上金  

の一部などによる「横浜市水のふるさと道志の森基金」を活用しています。  

（ウ）お客さまコミュニケーション事業【新規事業】  

300万円  

職員一人ひとりのお客さまとのコミュニ   

ケーション能力や意識を高めるとともに、   

お客さまとのふれあいやコミュニケーショ   

ンを実践する場として、多くのお客さまに   
ご来場いただけるイベントを企画・開催し   

ます。  

・水道施設を開放したふれめいイベント   

・市民参加による音楽祭  

（イ）市民との協働による応急給水対策の強化  
127万円  

（1，052万円）  

市民が災害時に主体的に活動できるよ   

う、地域住民参加による災害用地下給水タ   

ンクや緊急給水栓の応急給水訓練を引き続   

き実施するほか、災害時の飲料水給水場所   

を周知するため、給水マップを配布しま   

す。  

1億9，952万円  
（1億7，929万円）   

ウ 横浜の水プロモーションの推進  

水道水のおいしさや高い品質などを広く伝える広報やイベントを実施するとともに、横浜市のオフィ  

シャルウオーター「はまっ子どうしThe Water」の販売を通じて、環境、水、さらには水道の大切さを強  

くアピールし、水道水の有効利用促進を図ります。   

「はまっ子どうしThe Water」は、「環境モデル都市：横浜」にふさわしい商品として、環境にやさし  

い商品づくりの検討などを行います。   

22年度は、APEC横浜開催に合わせた積極的な広報活動を行いながら、250万本の販売を目指します。  
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イ 人材の育成と技術の継承   9．993万円  
（4，903万円）  

（ア）人材育成施策の強化・技術継承の推進  

9，993万円  
（4，903万円）  

人材育成は、OJTを基本に、集合研修や専門機関で行われる研修などを効果的に組み合わせ、職   

員の意識改革と能力開発を進めます。  

22年度は、将来の横浜水道を支える技術者養成研修を拡充します。また管路研修施設を改良し、   

局内如こ向けた研修体制の充実を図ります。  

（イ）研究開発の推進  

局内に設置した「水道局研究開発推進委員会」により、研究開発に積極的に取り組みます。その   

成果として、知的財産に結びつくものについては積極的に特許等を取得し、収入の確保を図ってい   

きます。  

ウ 健全な財務体質の実現  

（ア）水道局資産の有効活用・財源確保の強化【拡充事業】  

〔収入〕 （）  
不動産の長期貸付の実施や短期貸付の拡充など、多様な手法により積極的に資産の有効活用を進   

めるとともに、知的財産や技術の活用などを行い財源確保を図ります。  

（主な内容）  

22年度の新たな取り組み：西谷浄水場・内体育施設の長期貸付け  

職員用の管路研修施設の外部貸し出し  
継続の取 り 組み：未利用地売却等の不動産の活用  

水質分析業務の受託  
漏水調査業務の受託  

（イ）企業債残高の増加抑制   

厳しい財政状況にある中、引き続き企業債発行額を償還額の範囲内に抑えることにより企業債残  

高の増加を抑制し、将来に向けて財政の健全性を維持します。  

1，212万円  
（659万円）  

エ 国際貢献の堆進  

（ア）国際協力事業の推進【拡充事業】  
962万円  

（659万円）  

長年にわたる国際貢献を通じて蓄積してきた技術や経験を提供し、引き続き海外における水道事   

業の向上に寄与していきます。  

22年度は、ベトナムの水道事業体等3機関と横浜市水道局の4者覚書に基づき、更なる相互協力   

を行うとともに、様々な国からの研修生の受入を実施します。  

（イ）IWA（国際水協会）国際会議の開催【新規事業】  
250万円  

水道水のプロモーションをテーマとした国際会議を、IWA（国際水協会）、日本水道協会と共同   

でワークショップ形式で開催します。これにより、国際コンベンション都市としての活動にも寄与   

します。  

10   



Dヰ羊、へ易々造型ひ蕃唯、1弊害孝墳葦避葦、引翠垂ZZ  

Dヰ羊1員壬日章畢帽α曹財劃年蟄ひ鰍蛙苛萱叫宕財劃立享箋  

．t′－、－′・∴： ・・lH∵∵・、，l－．†－－；ト融、こ．1」－′ ‖肛巨・、いJ■、ト川トー、IJ・1〕・t′1－11－－－1∵l－1‖‖）1．≠   

（出旦00丁）   

出旦：006  

素地ひY壬ビバ睦壱萌董磋苛1財「度々平詳解（4）   

習制暴ひ￥瑠磯苛1塾教孝智制暴￥瑠：習瑠磯＊  

Dヰ羊1阜柑孝畢帽α吻迷夢古薮朔ひ  

→尭1／きT暑、1攫割孝Y蕪ひ習瑠吼＼へ里ひ  

謝制苧剖G軍、ユ＼へし二†習剥製￥〈辣萱、へユ1  

財割つ聖二℡毒牙＼ユ1二日洛轄背宜拉Z ∵聾簡   

（出庄E9Z）   

出旦00C  
（観世姫「ひ「基地革睦ひ解導管封孝平、へ1、へ洋」）  

諸般ひ宙；柿平嚇等号蜂苛、へ財尋常〈辣磯（′）  

Dヰ羊＼へユし主とユ皐q留年接戦萱  

トト用．1‾・－、㌧ －・さ－トこ・こIi、I二・・1－．・、J・、′ll：川  

ニク豹召畔韻⊥韻事目孝司琳封平里、軍事  

○－ト羊看よミ学才ニ萱ヰ与柴  

ニ甘薯巻、看よ畢¢帽三軍（畠尊年蟄古尊海鳥封  

．叶ト・．－：ニ㍉・・．・′． ∴・こ・・満、IT∴・：’，∴1棉J、l】  

軍二1マ：：萱＿←頭割′富平朝￥旬憧耀指摘＝  

（観望）  

業垂￥罰平甥男屈（∠）  

（出生C9C）   

出生00Z‘L  即断か増幅閏1岬岩手Y壬Yぺ質平 ら  

0ヰ羊1島柑孝和財津葦鯛輩出、、へ勾孝卿起の甘習軍ひ掛劫′二控＼判事塾ZZ  

Dヰ   

羊、へユし主と孝逝地凶＃マ毒￥、ユ、へし二†馨幽ひ＃蚕睦≡r平等1畔舟孝静観蟄贅年平、勺t学者虫OZ   

（出旦00C）   

出旦001  
（贅幽ひ＃蚕睦封平等1町村啓謝掛聖塞虻坤）革娃制串良ひ財須→藷1／き士蜂（′）  

」んムロ寺9エー‘t騨 塾贅非剖￥・  
」んムロ寺6t9 餅 塾贅年刊∠＼「／・  

（韻叫び一兵1／幸二謝良市堂）  

Dヰ   

羊Cバ㌢ユト1ん∠いコ寺ゆ6エ‘l割署重富贅据暫ひ￥夢虫ZZ早耳二†→尭1／き工塾世事世、q亨二†叫二  
0＿←羊1畜殺孝掛苔聖賢贅年平＼r／ひ」   

んムdキ師二†娼妻重罪平川皐ひ蟹⊥軍事目、ユ1財累々一寿1／き工碧討萱軍二†葦劉里ひ島畢平島   

（出旦エOl‘z劃テ）   

出旦OIE‘硝膵  
掛蚕α掛違塁審年平＼「／（∠）  

（出旦：エ仲  増作）  
日量0－＃1／せ工塘 ′  出生0け‘E副Z  

（朝生）重工濃蜂鳥宰相mOOZ‘t彰□（刃御身亜丁）割合中綿寄・  

0＿ト羊1二†ら耳管卓立堆髄勺t学舎  

平嚇＃ll「（か髪⊥選指針∃、孝鮎トイ現計刃坤瑠紅再訂解働層＼「／9、へユ1平礎ユし事々∠ぺ甚、仏軍二！業垂α二  

Dヰ羊1即日孝聾封ひY去ビバ菅平苛1出′墨召引￥皆々叫び蟹⊥世事目、解苛㌢ヰ畢帽章亨孝則年聖  

訃垂略0誘刊彗占く非々￥瑠畑嘩且』闇帽l∠  

＝l曙＃㌢上巻封書7壬Yう粟耶ヽ11字鴎＝蘭留（9）   



オ 庁舎等を活用したヒートアイランド対策  552万円  
（30万円）   

ヒートアイランド対策や地球温暖化対策として、庁舎敷地や屋上スペースを有効活用し、緑のカーテ  

ン及び屋上を緑で覆う取り組みを推進します。  

力 環境教育の拡充  148万円  
100万円）  

（ア）環境教育の充実  （「地域に身近なサービス提供」の一部再掲）  100万円  
（100万円）   

水道局では、毎年150校以上の小学校が浄水場の施設見学に訪れるほか、職員が学校に伺う出前  

水道教室を160校以上で実施しています。   

22年度は、これらの活動を充実させ、環境教育をさらに推進します。  

（イ）森林体験スポット「女神の森」の整備【新規事業】  

48万円  

新たに道志村内の水道局用地において、   

市民・企業等の森林植栽体験活動の場とし   

て、森林体験スポット「女神の森」を整備   

します。  

これにより、地球環境保護や水源保全等   

環境教育の充実を図ります。  

道志村で発見された縄文式土器（縄文の女神）  

12   



0苛1羊七望官  

マ出互0肺‘9勢Z一貫う韓彰専萎恕皆ひ￥苛立ZZ、セ更官孝平帖叫び出旦00C‘9卦Z羊腰掛年輩ひ軍事転  

撃筆夢碁敵蓄7割劉0晋他粥（9）  

0（出互00ll⊥劃帥里筆勢業平ひ￥苛立ZZ）ヰ  

．‥上 －て∴－；－・い、いミl、：∴－∴・：‖l仁∵－川胴1・・′里！：l子・′・l・さ．t？・rlつ川．・ごこし、・・二＝∴．・卜し・‾l丹h・ごIlハ  

華甲0輩暫掛＃亭  

0尋1羊1：？出生009‘6卦It（釦封（％エ●z）  

出旦00Z‘c㌣村ニラ有事I岩手う甚官軍護串 ○－ト羊1双新寺島蜂宣ひ鼻白麦芽、壌苛ひ割剥ひ半壊晋孝  

祖劉¢手首視認弔（e）  

0＿←  

羊倒産コク割剥ひY抑＼爆薬尋財巣嗟旦ひ要義＼記章舟券皐畔宰ひ琳財コ1劉凶マ憲章賢半丁＼苛羊  

0苛1羊1：？出卦9Zひ畢  

（％⊥■t）出旦009‘中寺問答鯛平抑＼q了二王言葦マ＝萱ヰ了解（％0●tz）出旦006‘9㌣村＝う夢虫tz孝  

董制Y、ユ鳥獣憫虻Y∠壕雷管独㌢了二っ袈章宙基準寮ひ（烏耶詣軍功ヰ韓）麓雪質ひ〉bJ媒質半丁  

現世¢Y割引削掴相聞（Z）  

0苛1羊七望官孝出旦00Z‘予  

勢エZひ畢（％I－1）日夏00t‘EQ了出旦00E‘ェ卦エZひ鳶去唯転苛立IZ、1留誕寺島亭獣ひ蟄ェ髄論  

¢罫OY神事梯貰耳財＃エ（L）  

≡
…
…
妻
…
 j

ノ
 
 

○ヰ羊Q困孝射華ひ豆対案．囲ひ啓一＼1御難孝撃彰ひ副業  

苛、コ怜ママ萱ヰ割梨孝獣用q了ニー烏鮮過ひ養肇萱了ニウ1卑官ひ裟業古里幽ひ董塞み苛蜂、頓首ひ＝  

㌻＿ト羊（1呼荘重  

牙〉＼1ユ爆薬二憬宴孝習顎・堆亘ひ与叫＝＼与て学才こ萱＼1よヤ課s寧］上録音ひ誤畢、よ＃－0－←羊＼1ユ1  

獣寮s寧Y却苛栂＼音響s寧署獣ひ署平蛸轟q了二う烏］上蔀古び璽専管｛う洋二つ笥工報謝、羊う憲章要∈平射業二  

進牒＝瞥仝 L  

堰等憲章票坪田業ェ Ⅱ   



（1）業務の予定量  し  

区  分   平成22年度予定   平成21年度当初予算   増  △  減   増減率（％）   

供 給 事 業 所 数   64工場   64工場   0工場  

1日当たり契約給水量   265，800rげ   268，300n盲   △2，500n盲   △ 0．9   

職  員  計  画   27人   34人   △ 7人   △ 20．6   

（2）財政収支  （単位：百万円）  

区  分  平成22年度予算（案）  平成21年度当初予算   増  △  減   増減率（％）   

収益的収入  2，823   2，850   △ 27   △ 0．9  

うち工業用水道料金   2，742   2，773   △ 31   △1．1   

収益的支出  2，513   2，558   △ 45   △1．7  

うち人件費   259   328   △ 69   △ 21．0  

うち物件費等   1，410   1，395   15   1．1   

差  引  310   292   18  

当 年 度 純 損 益  263   246   17  

資本的収入  253   298   △ 45   △15，1  

うち企業債   63   99   △ 36   △ 36．4   

資本的支出  1，570   1，507   63   4．2  

うち建設改良費   1，196   1，164   32   2．7  

うち企業債償還金   352   332   20   6．1   

差  引  △1，317   △1，209   △108  

当年度資金収支  △ 325   △ 257   △ 68  

累 積 資 金 残 額  1，264   1，589   △ 325  

企 業 債 残 高  4，671   4，960   △ 289  
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平成22年度工業用水道事業会計予算概要表（対前年度比較）  
（税 込）  

（単位：千円，％）  

平成22年度当初予算  平成21年度当初予算  増  △  減  

区  分  
金  額   構成比   金  額   構成比   金  額   伸び率   

収  
工 業 用 水 道 料 金   2，741，608   97．1   2，773，013   97．3   1∴）ユー川5  

そ  の  他   81，548   2．9   77，100   2．7   
入  

4，448   5．8  

収  
計   2，823，156   100．0   2，850，113   100．0   ′1、2〔■i，リ5「    ロ   ／＼い．t■J  

人  件  費   258，863   10．3   327，532   12．8   ′二Å（‡1，ぐ；（う（き  ′ ）  

物  件   費   等   1，410，349   56．1   1，394，929   54．5   15，420   1．1  

益  
負  担  金   1，194，236   47．5   1，088，520   42．5   105，716   9．7  

支  
動  力  費   0   0．0   6，749   0．3   ム〔；、71t）  ∠さ∴0〔）．（）  

薬  品  費   0   0．0   22，208   0．9   （、さ＝22．208  ∠－＼‖淵．r）  

的  
修  繕  費  等   64，678   2．6   98，329   3．8   ／ヽ∴ヨ3，仁i5 ∴∴吊．コ  

そ  の  他   151，435   6．0   179，123   7．0   へ2木骨満  一へ 二5．5  

減 価 償 却 費 等   682，061   27．1   659，671   25．8   22，390   3．4  

出  払   利   息   等   145，259   5．8   158，913   6．2   ムユニう，〔i5づ   ／、し，！う．（i  
収  

特  別  損  失   10，000   0，4   10，000   0．4   0   0．0  

予  備  費   7，000   0．3   7，000   0．3   0   0．0  

計   2，513，532   100．0   2，558，045   100．0   へ」■1．51こミ   ェ〉．1．7  

支  309，624  292，068  17，556  

消 費 税 等 調 整 額  46，231  45，915  316  

純  損  益  263，393  246，153  17，240  

企  業  債   63，000   24．9   99，000   33．3   ム3ふ00（I  ∠∴iO．・1  

収  庫   補   助   金   89，500   35．4   98，600   33．1   r二ゝミ）．i（）〔I   ∠1．9．2  
資  

工   事   負   担   金   98，410   39．0   100，000   33．6   ∧「．5別1 く．＼三   ¢∴．6  

入  の  他   1，807   0．7   0   0．0   1，807   0．0  
本  

計   252，717   100．0   297，600   100．0   へ11，椚：）  ／＼1r‾ ≡  ir）．．  

建  設  改  良  費   1，196，216   76．2   1，164，482   77．3   31，734   2．7  

的  工業用水道施設整備事業費   1，054，314   67．2   863，277   57．3   191，037   22．1  
支  

その他建設改良費   141，902   9．0   301，205   20．0   ム三5ウノ〕0：∋  くさ、5二三．（）  

収  企 業 債 償 嘩 金   352，462   22．5   332，109   22．0   20，353   6．1  

出                                                                               国 庫 補 助 金 返 還 金   16，972   1．1   6，243   0．4   10，729   171．9  

支  
予  備  費   4，000   0．2   4，000   0．3   0   0．0  

計   1，569，650   100，0   1，506，834   100．0   62，816   4．2  

資 本 的 収 支 差 引  ±、∴316，椚：1  へ1，209、2三；づ  ∠：ユ用7，（ミ（）t■1  

資  
損  益  263，393  246，153  17，240  

消 費 税 等 調 整 額  46，231  45，915  316  
金  

当年度分損益勘定留保資金  682，061  659，671  22，390  

収  ′＼」ノラユ（う，t～：ミ：う  ム∴2（）t．皇封  ′二12，けニミ〔    u  

支   ／∧＼ニミ25，2－・】ぢ  ♪∴㍑7、495  ■‘7‘フ   

′二、i5：）  ）†I  

前 年 度 末 資 金 残 額    注  1，589，120  1，286，772  302，348  

累  積  資  金  残  額  1，263，872  1，029，277  234，595  

注平成20年度決算及び平成21年度補正予算（第1号）を反映した後の資金残額  
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平成２２年度 水道局 運営方針 
 

基本目標 

「快適な市民生活を支える安心の水道」 

～次世代に引き継ぐヨコハマのおいしい水～を基本理念として、 

お客さまに更に満足していただける 

水道サービスを職員が一丸となってお届けします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」」」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標達成に向けた姿勢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del 
 

目標達成に向けた施策・運営 

②経営効率重視 

 お客さまの水道料金収入を原資 

とする独立採算の『企業』である 

ことを全職員が認識し、市民生活 

を支えるライフラインとして、 

持続可能な経営に努めます。 

③スピード重視 

 何事においても現状に安住せず、常 

に“変える”ことを意識し、真に望まれ 

ていること、やるべきことをスピード感を 

持って実践していきます。 

④技術力重視 

常に国内をリードしてきたトップ

レベルの技術を活かし、水道事業

全体の発展に貢献するとともに、

将来を担う人材の育成や技術の

継承・発展に取り組みます。 

１ トップレベルの安全でおいしい水を作ります 

水源の維持保全に努めるとともに、川井浄水場

の再整備において最先端の浄水技術を導入し、

水道水質の一層の向上を進めることにより、我が

国でもトップレベルの安全でおいしい水の提供を目

指します。  

２ 蛇口にいつでも新鮮な水をお届けします 

蛇口にいつでも新鮮な水をお届けするために、

お客さまが所有し、管理している貯水槽水道や給

水装置について、直結給水システムへの切替え

や、適正な管理の支援などに取り組みます。  

３ 災害に強い信頼のライフラインを築きます 

地震発生時にも給水を確保するため、引き続き

管路を耐震化するとともに、災害医療拠点病院な

どの耐震管路の整備を行います。また、漏水破裂

などの原因となる老朽管や腐食性土壌の対策を

計画的に行います。  

４ お客さま満足度の高い水道サービスを 

提供します 

お客さまの視点に立って、満足していただける

サービスの提供に努めます。市民との協働、広

報・広聴の充実などを通じて、職員一人ひとりがお

客さま満足度の向上に向け行動していきます。  

５ 創造と挑戦の活力ある企業精神を発揮します 

水道局が保有する技術・ノウハウを活用して、

国内外でビジネス展開するための体制づくりを行う

とともに、スリムで効率的な執行体制を構築しま

す。また、人材の育成と技術の継承を進めるととも

に、国内外の水道事業体の課題解決に更に貢献

していきます。  

６ 環境にやさしい水道システムを構築します 

自然流下系の施設の優先などエネルギー消費

量の削減や、小水力発電設備の導入などの環境

保全等に積極的に取り組み、取水から蛇口まで

環境負荷が少なく、経済効率のよい水道システム

の構築を目指します。  

①お客さま第一 

現場でのお客さまとのコミュニケーショ

ンを通じて、真に望まれていること、やる

べきことを見出し、実現することにより、お

客さまとの信頼関係を築きます。こうした、「現場か

らお客さまや社会の要請に応えていく」姿勢を大切

にし、お客さま満足度の一層の向上を目指します。
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主な事業・取組 

 

１ トップレベルの安全でおいしい水を作るために 

【主な事業・取組】 【指標】 

 道志水源林の保全 
 ＰＦＩ手法による川井浄水場の再整備 
 おいしい水を作るための調査研究 
 塩素注入量低減などによるカルキ臭の解消 

⇒整備面積（83ｈａ） 
⇒配水池の築造等に着手（H25完成） 
⇒研究成果の実用化 
⇒市内平均残留塩素濃度0.5mg/L 

２ 蛇口にいつでも新鮮な水をお届けするために 

【主な事業・取組】 【指標】 

 鉛製給水管改良の推進 
 宅地内鉛管改良助成制度、パイプイン・エコ工法の推進 
 直結給水拡大事業 
 子供たちが水道水を飲む文化を育む事業 

   （小・中学校等の屋内水飲み場直結給水促進事業） 

⇒4,400か所 
⇒9,000か所 
⇒積極的な広報（通年） 
⇒工事費助成（１５校） 

 

３ 災害に強い信頼のライフラインを築くために 

【主な事業・取組】 【指標】 

 水道施設の耐震化 
 

 緊急時の対応も可能とする送水機能の強化 
 老朽管更新・耐震化事業 
 救急告示医療機関への管路の耐震化 

⇒自然流下系導水管の耐震化率100％、 
配水池の耐震化率 52％ 

⇒大環状線の整備率 96％ 
⇒103km 
⇒13か所 

４ お客さま満足度の高い水道サービスを提供するために 

【主な事業・取組】 【指標】 

 ４０万人 口座振替・クレジットカード促進キャンペーン 
 道志水源林ボランティア事業 

   （横浜市水のふるさと道志の森基金） 
 お客さまコミュニケーション事業 
 横浜の水プロモーションの推進 

⇒口座振替等への移行（24,000人） 
⇒整備面積（５ｈａ） 
 
⇒お客さまとの交流を目的としたイベントの実施 
⇒市民イベントや国際会議等におけるプロモーション活

動（通年）、市民認知度アップ（インターネットモニター
９０％）、「横浜のおいしい水」検定の実施（１回／年） 

５ 創造と挑戦の活力ある企業精神を発揮するために 

【主な事業・取組】 【指標】 

 新会社設立による新たなビジネスの展開 
 人材育成施策の強化・技術継承の推進 

 
 水道局資産の有効活用・財源確保の強化 
 国際貢献の推進 

⇒新会社を設立し、収支均衡を達成 
⇒キャリア形成プログラムを活用した人材育成・技術継

承の推進（通年） 
⇒不動産売却及び賃貸料収益等（３億１千万円） 
⇒JICA 技術協力プロジェクトへの協力（６月から通年）、

ＩＷＡワークショップの開催（１月２０日～２１日） 

６ 環境にやさしい水道システムを構築するために  

【主な事業・取組】 【指標】 

 自然流下系の優先とポンプ系施設の効率化 
 

 新エネルギーの活用 
 

 水源エコプロジェクト（Ｗ－ｅｃｏ・Ｐ（ウィコップ））の推進 
 

 森林体験スポット「女神の森」の整備 

⇒川井浄水場優先利用に向けた配水管整備の推進、、省エネルギー型ポンプ設
備の採用 （工事着手2箇所） 

⇒青山水源事務所に小水力発電設備を設置（４９KW）、
水力発電機能を付加した水圧調整弁の研究開発推進

⇒山梨県・道志村との連携、協定締結企業等との協力推
進（通年） 

⇒市民等による植樹体験活動の実施（１０月） 
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